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【Ⅲ－１ 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 －⑩】 

⑩ 地域包括ケア病棟の施設基準の見直し 
  

第１ 基本的な考え方 

 

地域包括ケア病棟において、適切に在宅復帰支援等を行う観点から、

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料について要件を見直す。 

 

第２ 具体的な内容 

 

１．地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、入退院支援及び地域

連携業務を担う部門の設置を要件とする。 

 
現 行 改定案 

【地域包括ケア病棟入院料】 

［施設基準］ 

(1) 通則 

ニ 当該保険医療機関内に在宅復

帰支援を担当する者が適切に配

置されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域包括ケア病棟入院料】 

［施設基準］ 

(1) 通則 

ニ 当該保険医療機関内に入退院

支援及び地域連携業務を担う部

門が設置されていること。当該

部門に入退院支援及び地域連携

に係る業務に関する十分な経験

を有する専従の看護師又は専従

の社会福祉士が配置されている

こと。当該部門に専従の看護師

が配置されている場合にあって

は専任の社会福祉士が、専従の

社会福祉士が配置されている場

合にあっては専任の看護師が配

置されていること。 

なお、当該専従の看護師又は

社会福祉士については、週３日

以上常態として勤務しており、

かつ、所定労働時間が24時間以

上の勤務を行っている専従の非

常勤の看護師又は社会福祉士

（入退院支援及び地域連携業務

に関する十分な経験を有する看

護師又は社会福祉士に限る。）

を２名組み合わせることによ

り、常勤看護師等と同じ時間帯

にこれらの非常勤看護師等が配
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(3) 当該医療機関に専任の在宅復帰

支援担当者（職種に規定は設けな

いが、社会福祉士のような在宅復

帰支援に関する業務を適切に実施

できる者をいう。以下同じ。）が

１名以上配置されていること。ま

た、当該病棟又は病室を含む病棟

に、専従の常勤理学療法士、専従

の常勤作業療法士又は専従の常勤

言語聴覚士（以下「理学療法士

等」という。）が１名以上配置され

ていること。なお、当該理学療法

士等は、疾患別リハビリテーショ

ン等を担当する専従者との兼務は

できないものであり、当該理学療

法士等が提供した疾患別リハビリ

テーション等については疾患別リ

ハビリテーション料等を算定する

ことはできない。ただし、地域包

括ケア入院医療管理料を算定する

場合に限り、当該理学療法士等

は、当該病室を有する病棟におけ

るＡＤＬ維持向上等体制加算に係

る専従者と兼務することはでき

る。なお、注２の届出を行う場合

にあっては、専任の常勤理学療法

士、専任の常勤作業療法士又は専

任の常勤言語聴覚士が１名以上配

置されていること。なお、週３日

以上常態として勤務しており、か

つ、所定労働時間が週24時間以上

の勤務を行っている専従の非常勤

理学療法士、専従の非常勤作業療

法士又は専従の非常勤言語聴覚士

をそれぞれ２人以上組み合わせる

ことにより、当該保険医療機関に

おける常勤理学療法士、常勤作業

療法士又は常勤言語聴覚士の勤務

時間帯と同じ時間帯にこれらの非

常勤理学療法士、非常勤作業療法

置されている場合には、当該基

準を満たしているとみなすこと

ができる。 

  

(3) 当該病棟又は病室を含む病棟

に、専従の常勤理学療法士、専従

の常勤作業療法士又は専従の常勤

言語聴覚士（以下「理学療法士

等」という。）が１名以上配置され

ていること。なお、当該理学療法

士等は、疾患別リハビリテーショ

ン等を担当する専従者との兼務は

できないものであり、当該理学療

法士等が提供した疾患別リハビリ

テーション等については疾患別リ

ハビリテーション料等を算定する

ことはできない。ただし、地域包

括ケア入院医療管理料を算定する

場合に限り、当該理学療法士等

は、当該病室を有する病棟におけ

るＡＤＬ維持向上等体制加算に係

る専従者と兼務することはでき

る。なお、注２の届出を行う場合

にあっては、専任の常勤理学療法

士、専任の常勤作業療法士又は専

任の常勤言語聴覚士が１名以上配

置されていること。なお、週３日

以上常態として勤務しており、か

つ、所定労働時間が週22時間以上

の勤務を行っている専従の非常勤

理学療法士、専従の非常勤作業療

法士又は専従の非常勤言語聴覚士

をそれぞれ２人以上組み合わせる

ことにより、当該保険医療機関に

おける常勤理学療法士、常勤作業

療法士又は常勤言語聴覚士の勤務

時間帯と同じ時間帯にこれらの非

常勤理学療法士、非常勤作業療法

士又は非常勤言語聴覚士がそれぞ

れ配置されている場合には、それ

ぞれの基準を満たすこととみなす

ことができる。 
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士又は非常勤言語聴覚士がそれぞ

れ配置されている場合には、それ

ぞれの基準を満たすこととみなす

ことができる。 

 

［経過措置］ 

令和２年３月31日時点において現に地域包括ケア病棟入院料又は

地域包括ケア入院医療管理料を届け出ているものについては、令

和３年３月31日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす。 

 

２．地域包括ケア病棟における疾患別リハビリテーションの提供につい

て、患者の入棟時に測定したＡＤＬスコアの結果等を参考にリハビリ

テーションの必要性を判断することを要件とする。 

 
現 行 改定案 

【地域包括ケア病棟入院料】 

［施設基準］ 

(7) (6)のリハビリテーションを提供

する患者については、１日平均２

単位以上提供していること。ただ

し、１患者が１日に算入できる単

位数は９単位までとする。なお、

当該リハビリテーションは地域包

括ケア病棟入院料に包括されてお

り、費用を別に算定することはで

きないため、当該病棟又は病室を

含む病棟に専従の理学療法士等が

提供しても差し支えない。また、

当該入院料を算定する患者に提供

したリハビリテーションは、疾患

別リハビリテーションに規定する

従事者１人あたりの実施単位数に

含むものとする。 

 

 

 

 

 

【地域包括ケア病棟入院料】 

［施設基準］ 

(7) (6)のリハビリテーションを提供

する患者については、１日平均２

単位以上提供していること。ただ

し、１患者が１日に算入できる単

位数は９単位までとする。なお、

当該リハビリテーションは地域包

括ケア病棟入院料に包括されてお

り、費用を別に算定することはで

きないため、当該病棟又は病室を

含む病棟に専従の理学療法士等が

提供しても差し支えない。また、

当該入院料を算定する患者に提供

したリハビリテーションは、疾患

別リハビリテーションに規定する

従事者１人あたりの実施単位数に

含むものとする。なお、リハビリ

テーションの提供に当たっては、

当該患者の入棟時に測定したＡＤ

Ｌ等を参考にリハビリテーション

の必要性を判断し、その結果につ

いて診療録に記載するとともに、

患者又はその家族等に説明するこ

と。 
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３．地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、適切な意思決定支援

に関する指針を定めていることを要件とする。 

 
現 行 改定案 

【地域包括ケア病棟入院料】 

［施設基準］ 

(1) 通則 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

【地域包括ケア病棟入院料１】 

［施設基準］ 

ヘ 当該保険医療機関において、適

切な看取りに対する指針を定めて

いること。 

 

(9) 当該保険医療機関において、厚

生労働省「人生の最終段階におけ

る医療・ケアの決定プロセスに関

するガイドライン」等の内容を踏

まえ、看取りに対する指針を定め

ていること。 

 

【地域包括ケア病棟入院料】 

［施設基準］ 

(1) 通則 

ヌ 当該保険医療機関において、

適切な意思決定支援に関する指

針を定めていること。 

 

(11)当該保険医療機関において、厚

生労働省「人生の最終段階におけ

る医療・ケアの決定プロセスに関

するガイドライン」等の内容を踏

まえ、適切な意思決定支援に関す

る指針を定めていること。 

 

 

【地域包括ケア病棟入院料１】 

［施設基準］ 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

※ 地域包括ケア入院医療管理料

１、地域包括ケア病棟入院料３、

地域包括ケア入院医療管理料３及

び療養病棟入院基本料も同様。 

 

［経過措置］ 

令和２年３月31日時点において現に地域包括ケア病棟入院料、地

域包括ケア入院医療管理料又は療養病棟入院基本料を届け出てい

るものについては、令和２年９月30日までの間に限り、当該基準

を満たすものとみなす。 

 




